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第１章 休眠預金等に係る資金を活用した資金分配団体の公募について 

01 趣旨 

我が国においては、人口減少、高齢化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が生じており、国民生活の

質や水準への影響等、様々な社会課題に直面しています。また、近年の気候変動の影響に伴う自然災害

の頻繁な発生や新型コロナウイルスによる社会経済活動への負の影響が国民生活にさらなる困難をもたら

しています。2022 年においても新型コロナウイルス感染拡大の影響は続いており、生活上の困難を抱える

人々は増え、行政では対応困難な社会課題が山積しています。一方で、こうした社会課題の中には、法制

度や予算等の仕組み上、行政の執行になじみにくく、既存の施策では十分な対応が困難であり、国及び地

方公共団体では対応が困難な課題が多くあります。 

これらの社会課題の解決に資するため、10 年以上入出金等が確認できない預金等について、預金者等に

払い戻す努力を尽くした上で、民間公益活動を促進するために活用することとした「民間公益活動を促進す

るための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（平成 28 年法律第 101 号）」（以下「法」という。）が、

平成 30 年（2018 年）１月１日に全面施行されて 4 年が経過しました。 

一般財団法人日本民間公益活動連携機構(以下「JANPIA」という。)は、同法に基づく指定活用団体として、

民間公益活動を行う団体（以下「実行団体」という。）に対して助成を行う資金分配団体について、2022 年度

の通常枠公募を年度中に複数回実施します。 

02 休眠預金等交付金に係る資金の活用によりめざす姿 

休眠預金等交付金に係る資金（以下「休眠預金等に係る資金」という。）の活用による目的は以下の 2 点で

す。 

① 国及び地方公共団体が対応することが困難な社会課題の解決を図ること 

② 民間公益活動の自立した担い手の育成並びに民間公益活動に係る資金を調達することができる環

境を整備すること 

これらの目的を達成することで、 

③ 社会課題の解決のための自律的かつ持続的な仕組みが構築され、 

④ 資金分配団体（役割等は「第 1章 04 資金分配団体とその役割」参照）や、実行団体が民間の資金を

自ら調達して事業の持続可能性を確保し、 

⑤ 社会課題の解決に向けた取組が強化されていくことで、我が国の社会課題解決能力の飛躍的な向上、

および国連サミットで採択された持続可能な開発目標（SDGs）の達成に貢献することも期待されます。 

本事業の財源である休眠預金等は国民の資産であることから、国民をはじめとするステークホルダー（多様

な関係者）に対する事業の透明性や説明責任を果たすとともに事業による成果の可視化も求められますの

で、そのため事業評価の実施も重視します。また、民間公益活動の持続可能性を担保するために、民間公

益活動を担う組織能力強化を目的とした伴走支援に重点をおいています。 

03 休眠預金等に係る資金の活用に当たっての基本原則 

休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針（平成 30 年 3 月 30 日内閣総理大臣決定）におい

て「休眠預金等に係る資金の活用に当たっての基本原則」が定められています。この基本原則に基づいて、

休眠預金等に係る資金を活用する指定活用団体、資金分配団体、実行団体等は業務を遂行することが求

められます。基本原則は以下の 9 項目から構成されています。全文は参考資料を参照してください。 
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（１）国民への還元 （２）共助 （３）持続可能性 （４）透明性・説明責任 （５）公正性  

（６）多様性 （７）革新性 （８）成果最大化 （９）民間主導 

 

04 資金分配団体とその役割 

募集する資金分配団体は、法第 19 条第 2 項第 3 号ロにおいて「民間公益活動を行う団体に対し助成等を

行う団体であって、助成等の実施に必要な資金について、指定活用団体から休眠預金等交付金に係る資

金を原資とする助成又は貸付けを受けるもの」と定義されています。資金分配団体の具体的な役割は次の

とおりです。 

① JANPIA が提示した「優先的に解決すべき社会の諸課題」を踏まえ、地域・分野等ごとの実状と課題を

俯瞰的かつ具体的に把握・分析し、案件の発掘・形成を積極的に行う。 

② 社会の諸課題の効果的・効率的な解決に向け、「包括的な支援プログラム」（以下「包括的支援プログ

ラム」という。）を企画・設計し、これに基づき、公募により実行団体を選定し、資金支援を行うとともに、

非資金的支援を必要に応じ伴走型で提供する。 

③ 実行団体の事業の特性及び発展段階を踏まえつつ、革新的手法により資金の助成を行うこと等を通

じ、民間公益活動の自立した担い手の育成を図る。 

④ 実行団体による民間公益活動が適切かつ確実に遂行されるように、実行団体に対する必要かつ適切

な監督を行う。 

⑤ 民間の創意・工夫の発揮を促すように支援を行うことで、社会の諸課題を解決するための革新的手

法を開発し、実用化する。 

⑥ 実行団体に対して、現地調査を含む継続的な進捗管理及び成果評価の点検・検証を実施し、その評

価結果等の有効活用を促す。 

⑦ 民間企業や金融機関等の民間資金を民間公益活動に呼び込むための具体策を策定し、実施する。 

上記の「包括的支援プログラム」について以下に補足説明します。 

資金分配団体は実行団体に対して、革新的な手法による資金の助成としての「資金支援」と、事業実施に係

る経営支援等の「組織基盤強化」や活動の「環境整備」などを必要に応じ伴走型等で行う「非資金的支援」を

通じ、民間公益活動の自立した担い手を育成する中心的な役割を担います。「包括的支援プログラム」はこ

れらの「資金支援」と「非資金的支援」から構成されます。 

「非資金的支援」は、「組織基盤強化」と事業実施に必要な活動の「環境整備」などが対象となります。 

「組織基盤強化」には、目標設定（ビジョン・ミッション・バリューの確立）、人的基盤の確立、資金調達を含む

財政基盤の確立、ガバナンス（組織統治体制）整備、評価実施の支援、調査・普及啓発等の支援などが想

定されます。 

「環境整備」とは、支援の出口戦略を検討し、社会の諸課題が自律的かつ持続的に解決される仕組みが構

築されるような活動を指します。例えば、課題に共感する住民や団体（NPO・企業・行政等）をつなげるネット

ワーク活動、自らの活動の社会的意義や成果等に係わる積極的な情報発信、問題を可視化し公的施策等

の制度化を目指した提言活動等への取組み、休眠預金等に係る資金を梃に新たな民間資金の調達などへ

の取組み等が挙げられます。その活動は、社会課題、事業の性質、外部環境などによって異なります。 

「非資金的支援」の提供は、固定化するのではなく、実行団体の要望や状況に応じて最適化した形で実施さ

れることが望まれます。 
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第２章 助成方針・助成対象事業について 

01 助成方針 

① JANPIA が行う資金提供は、資金分配団体に対する助成のみです。また、2022年度事業計画に「資金

分配団体や実行団体が行う貸付けや出資は対象としない」と記述されたとおり、資金分配団体につい

ても、実行団体に対する助成のみを行い、また、実行団体が行う貸付けや出資に対して資金分配団体

が助成することはできません。 

② JANPIA は、資金分配団体を公募により選定します。資金分配団体に対する助成額や助成期間等は、

申請団体が提出する包括的支援プログラムの内容を踏まえ、JANPIA が決定します。 

③ 将来の担い手のすそ野を広げていくため、資金分配団体及び実行団体としてのスタートアップを支援し

ます。また、コロナ禍で顕在化した社会の諸課題への対応も含め本事業が対象とする社会課題におい

て、様々な取り組みを行う団体等による事業への支援を主眼とし、具体的成果の創出とそれら事例の

波及効果などによる更なる活動のすそ野の広がりを目指すこととします。「第 2 章 04 助成対象事業」

に掲げる 4 事業及び資金分配団体、実行団体の基盤強化に対し助成を行うに際しては、こうした考え

に基づき資金配分を行い、制度全体の実効性を確保することとします。なお、基本方針に沿って、期待

された社会的成果が達成できない可能性も想定し、適切なリスク管理を行います。 

④ 休眠預金等活用事業での実績や事務運営能力を有する団体とのコンソーシアムによる公募申請を必

要に応じ推奨（事例紹介動画の配信等）し、休眠預金活用事業への参画の機会創出を進めます。 

⑤ 本年度新たに採択をする資金分配団体への助成事業は「通常枠」においては複数年度を基本とし、助

成の期間は実行団体による民間公益活動の期間（最長 3 年間）を踏まえて決定し、かつ、資金分配団

体への助成期間は最長で 2025年度末までとします。助成は年度ごとに行い、資金分配団体には、6か

月ごとに進捗状況の報告が求められます。 

⑥ 2022 年度の資金分配団体及び実行団体の選定に際しては、事業の特性に応じ、休眠預金等に係る

資金に依存した団体を生まないための仕組みとして自己資金の確保を図ることとします。 

⑦ 資金分配団体については、過年度と同様に自己資金の確保を図ることとしますが、団体の特性や資金

調達における現状等を踏まえて目標値を定めた上、その達成に向けて、助成期間終了後を見据え、資

金調達の多様性確保に向けた方策を資金分配団体等と検討し、共有していくこととします。 

⑧ 実行団体については、助成対象の事業に係わる経費（助成額＋自己資金・民間資金）に対する助成額

の割合（以下「補助率」という。）を設定することとし、実行団体は助成期間合計の事業費の 20％以上

を自己資金又は民間からの資金で確保することを原則とします。ただし、財務状況や緊急性のある場

合などで、希望する団体には、特例的にその理由の明示を求め、自己負担分を減じることとしますが、

複数年度の事業においては、助成終了後の事業継続を見据えて事業の最終年度の補助率は 80％以

下とします。 

⑨ JANPIA 及び資金分配団体が行う非資金的支援（伴走支援等）は、それぞれ資金分配団体や実行団

体の創意と工夫が引き出されるよう、相互の対等なパートナーシップに基づき実施されるものとします。

また、必要に応じて外部の団体や専門家とも連携した非資金的支援を行います。 

⑩ 助成金の支払いは、資金提供契約に基づき概算払いで行います。複数年度にわたる事業の場合には、

申請団体（資金分配団体の公募に申請する団体）は申請時において事業を実施する複数年度にわた

る事業計画書と資金計画書等の提出が必要です。2022 年度については、JANPIA から資金分配団体

に対し 2022 年度分と 2023 年度分をあわせて支払います。下記「第 2 章 04 助成対象事業」の災害支

援事業における「緊急災害支援」「災害復旧・生活再建支援」については、発災後に事業を開始する事

業では、その予算を JANPIA において管理し、災害発生時に資金分配団体に支払うものとします。 

⑪ 資金分配団体による実行団体への助成金の支払いは、原則として 4 月（25％）、7 月（25％）、10 月

（50％）に分割して行います。 

⑫ JANPIA は、資金分配団体及び実行団体に選定されなかったことによる申請団体及び実行団体に申

請する団体の一切の損害に対して、責任を負いません。 
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02 助成金 

JANPIA からの助成金は、概念図のとおり①助成額（A）、②プログラム・オフィサー関連経費（C）、③評価関

連経費（D）から構成されます。 

 

総事業費と助成額等との関係について 

⚫ 総事業費＝A（助成額）＋B（自己資金・民間資金）＋C（プログラム・オフィサー関連経費）＋D（評価関連

経費） 

⚫ JANPIA からの助成＝A（助成額）＋C（プログラム・オフィサー関連経費）＋D（評価関連経費） 

⚫ 総事業費（A＋B＋C＋D）からプログラム・オフィサー関連経費（C）と評価関連経費（D）を除いた事業に

係る経費（A＋B）を 100％とした時、助成額（A）と、自己資金・民間資金（B）の比率は資金分配団体ごと

に設定してください。 

⚫ 補助率＝助成額（A）÷事業に係る経費（A＋B） 

⚫ 助成額(A)の内訳については、実行団体の助成に充当される費用が 85％以上、管理的経費が 15％以

下となります。 

 

【総事業費の概念図】 

 

A：助成額 

⚫ 実行団体の助成に充当される費用：助成額の 85％以上 

⚫ 管理的経費：助成額の最大 15％以下 

⚫ 管理的経費とは、役職員の人件費等や管理部門などの管理経費、事務所の家賃等に要する経費で、

当該業務に要する経費として特定することが難しいものの、一定の負担が生じている経費、活動を実施

するための調査費等です。 

⚫ 人件費を対象とする場合は、その旨と人件費水準の幅や平均値等を特記して公表することを資金提供

契約に定めることとします。（以下に定めるプログラム・オフィサー関連経費、評価関連経費で計上され

る人件費も同様です。） 

⚫ 申請事業の経費として特定することが困難な費用については、他事業と按分して、算出根拠を明らかに

してください。 

 

B：自己資金・民間資金 

⚫ 助成額（A)の「実行団体の助成に充当される費用」または自団体の「管理的経費」のいずれにも計上で

きます。 

例） 助成額（A)が 8,000 万円、自己資金・民間資金（B)が 2,000 万円の場合、助成額 8,000 万円
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（A)の使途は、「実行団体の助成に充当される費用」として 6,800 万円（8,000 万円×85％）以上、

「管理的経費」として 1,200 万円（8,000 万円×15%）以下となります。 

 

⚫ 自己資金・民間資金（B)については、「実行団体の助成に充当される費用」と「管理的経費」の割合は資

金分配団体で決めることができます。 

例） 2,000 万円全額をどちらかのみに充当することも可能、また実行団体の助成に充当される費用

を 1,500 万円、管理的経費 500 万円というように組み合わせることも可能です。 

 

C：プログラム・オフィサー関連経費 

⚫ プログラム・オフィサー関連経費とは、資金分配団体の非資金的支援（経営支援、研修等の伴走支援、

進捗管理、評価、連携支援等）を中核的に担う専門家（プログラム・ オフィサー）の確保育成とその活動

を支援するために助成する費用です。 

⚫ 1 団体あたり年間 800 万円を上限とする額を必要に応じて申請可能です。「第 4 章 01 資金分配団体、

実行団体の基盤強化」で述べるように、この活動費用には、1 団体あたり年間 500 万円を上限とする

プログラム・オフィサーの人件費が含まれます。 

⚫ プログラム・オフィサー関連経費の助成には JANPIA が指定する研修の受講が必須です。 

⚫ 人件費を計上する場合は、人件費水準の公開が必要です。 

 

D：評価関連経費 

⚫ 評価関連経費とは、「第 4章 02 事業の評価」で述べているとおり、評価の確実な実施を図る観点から、

資金分配団体及び実行団体の評価等に関する調査実施（例えば、評価の調査設計等のアドバイスの

評価専門家費用、調査アンケート等の委託費用、調査のためのワークショップ・インタビュー実施のため

の費用等）に要する費用です。 

⚫ 資金分配団体申請時には、資金分配団体分の経費だけでなく、予め実行団体の評価関連経費も計上

してください。 

⚫ 資金分配団体分は、助成額（A)のすべての事業年度の総計の 5％を上限に申請可能です。 

⚫ 実行団体分は、「実行団体の助成に充当される費用」の 助成額の 5％を上限に申請可能です。ただし、

自己資金・民間資金（B)を、「実行団体の助成に充当される費用」に充てている場合の金額（B）分は上

記５％の計算には含めません。 

⚫ 人件費を計上する場合は、人件費水準の公開が必要です。 

03 優先的に解決すべき社会の諸課題 

資金分配団体は、包括的支援プログラムの提案にあたり、次の［１］から［３］の各領域について特定された

「優先的に解決すべき社会の諸課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決策を提案すると

ともに、目指すべき成果目標（短期アウトカム）を提示してください。最終的な成果目標は実行団体選定後、

実行団体が目指す成果目標等を踏まえ、必要に応じ調整の上決定してください。 

［1］子ども及び若者の支援に係る活動 

① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援 

② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援 

③ 社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援 

［2］日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動 
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④  働くことが困難な人への支援 

⑤  孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援 

⑥  女性の経済的自立への支援 

 

［3］地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援   

に係る活動 
 

⑦  地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援 

⑧  安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援 

 

上記 ［１］から［３］の活動以外で、社会の諸課題の解決において多大な影響や効果が期待され優先して取

り組むべきと考えられものについても、その解決策、事業目標に関する提案が可能です。包括的支援プログ

ラムの提案作成にあたっては、助成期間が複数年度にまたがる場合は最終年度を想定した事業目標を設

定してください。 

04 助成対象事業  

対象となる助成事業は以下の 4 つがあります。助成期間は最長で 2026 年 3 月末までです（実行団体の事

業期間は最長 3 年間）。また、4 つの事業のそれぞれに目安とする最大助成額を設けますが、社会的成果

の最大化により資すると考えられる場合には、目安にとらわれることなく、公募要領第 3 章の「選定基準等」

に則って公正公平に審査した上で、現場のニーズを踏まえた弾力的な運用を行います。 

 

［1］ 草の根活動支援事業 

目的 草の根活動支援事業は、全国各地で地域に根差して従来から事業を展開しているＮＰ

Ｏや各種団体を念頭に、本制度を活用し、さらなる活動の拡大及び成果の向上を図り、

当該活動の持続可能性の向上につなげていくことを目指すものです。 

選定等 
地域や分野ごとの多様性に応じて本制度が活用されるよう、全国枠と地域枠に分けて

資金分配団体として選定します。地域枠は、10 地域（北海道、東北、関東、北陸、東

海、近畿、中国、四国、九州、沖縄）で、地域全体を対象とする事業以外に、地域内の 1 

つ又は複数の都道府県を対象とする事業も対象となります（地域内の１つまたは複数の

都道府県内の市町村域を活動の対象エリアとする事業も含まれます。）。上記の各地域

における都道府県の詳細については、巻末の参考資料をご覧ください。 

助成額・ 

助成期間 

助成額、助成期間は、提案いただいた包括的支援プログラムの内容、申請団体の過去

の実績、提案内容の実効性等を精査し、決定します。 

 

 

［2］ ソーシャルビジネス形成支援事業 

目的 ソーシャルビジネス形成支援事業は、革新的事業による社会の諸課題解決への取り組

みを促進するため、新たなビジネスモデルの創出と推進を目指すものであり、社会的イ

ンパクトと収益性を両立する事業モデルの確立を重視します。 
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助成額・ 

助成期間 

助成額、助成期間は、提案いただいた包括的支援プログラムの内容、申請団体の過去

の実績、提案内容の実効性等を精査し、決定します。 

 

 

［3］ イノベーション企画支援事業 

目的 イノベーション企画支援事業は、チャレンジングで革新的な企画・手法による社会の諸

課題解決への取り組みを促進するため、企業等の他セクターと連携するなど、従来の

発想を破る新規企画の創出（インキュベーション）と実行の加速（アクセラレーション）を

目指すものです。従来の枠を超えた革新的な手法の開発、普及・実装に挑戦することに

より社会における大きな変革（ソーシャル・イノベーション）の創出を目指します。 

※ 巻末の「参考資料」に事例を掲載 

助成額・ 

助成期間 

助成額、助成期間は、提案いただいた包括的支援プログラムの内容、申請団体の過去

の実績、提案内容の実効性等を精査し、決定します。 

 

 

［4］ 災害支援事業 

目的 災害支援事業は、大規模な自然災害等に備える事業、また、災害後長期にわたり困難

を強いられる地域とその住民、特に最も深刻な影響が及ぶ社会的弱者に対する支援活

動を実施する NPO等を支援する事業を助成します。 

申請カテゴリーは以下 3 つに分類しております 

 

①防災・減災支援に向けたＮＰＯ等の各種団体の活動の推進 

②緊急災害支援に向けたＮＰＯ等の各種団体の活動の推進 

③災害復旧・生活再建支援に向けたＮＰＯ等の各種団体の活動の推進 

 

これらのカテゴリーを組み合わせた事業を実施することにより、NPO 等の各種団体によ

る連続性のある活動への支援を実現すると共に、大規模な自然災害等により顕在化さ

れる社会の諸課題の解決に向けた取り組みを推進することを目指します。 

3 カテゴリーを自由に組み合わせた事業もしくは 1 カテゴリーを選択した事業として申請

してください。 

なお、資金分配団体には、災害支援を主として活動している団体のみならず、各地域の

中間支援組織、社会的弱者に対して取り組みを行っている団体やそのネットワーク組織

も想定しています。災害対応以外を専門とする団体が資金分配団体として申請する場

合は、災害支援の知見を有する団体とのコンソーシアムを組成することなどについても

ご検討ください。また、助成金の支払い方法や各種計画の作成方法について、他事業と

異なる点があるため、申請前に JANPIA 事務局に相談することをお勧めします。 

申請カテゴリ

ー 

① 防災・減災支援に向けたＮＰＯ等の各種団体の活動の推進 

上記の目的を踏まえた防災・減災活動を対象とします。 
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② 緊急災害支援に向けたＮＰＯ等の各種団体の活動の推進 

大規模災害の発災時に、上記の目的を踏まえ、被災地にて実施する緊急支援活動を対

象とします。発災後の緊急支援活動が速やかに行われるよう、「防災・減災支援」と組み

合わせる等、実行団体を含めた関係者の協働体制の構築や情報収集等を含めて計画

してください。   

③ 災害復旧・生活再建支援に 向けたＮＰＯ等の各種団体の活動の推進 

※ 制度の狭間となっている被災地域の復旧やコミュニティの再建などを行う事業を対象としま

す。 別紙の「休眠預金の活用による災害支援事業の事例集」に仮想事例や助成スキームを

掲載しておりますので事業設計の際にご参照ください。 

助成額・ 

助成期間 

助成額、助成期間は、提案いただいた包括的支援プログラムの内容、申請団体の過去

の実績、提案内容の実効性等を精査し、決定します。 

発災のタイミングに関わらず、本事業の助成期間は延長されません。また、カテゴリー

②および③に取り組む事業において発災後に事業を開始する場合は、資金分配団体と

して採択された際に JANPIA との間で資金提供契約を締結いただきますが、発災後に

実施する計画に関連する費用は災害積立資産として JANPIA において管理いたしま

す。発災後に当該災害に基づいた事業計画や資金計画等を作成していただいた後、

JANPIA へ提出・確認を経て支払うものとします。 

複数カテゴリーを組み合わせて申請する場合、1事業とみなし、PO関連経費は年間 800

万円を上限とし、評価関連経費は助成額（A)のすべての事業年度の総計の 5％を上限

とします。 

 

第３章 公募申請手続きについて 

01 申請資格要件 

資金分配団体として申請できる資格要件（コンソーシアム構成団体含む）は以下の通りです。 

① 民間公益活動（法第 16 条第 1 項に規定）を行う団体（実行団体）に対して助成を行う団体 

② JANPIA が規定するガバナンス・コンプライアンス体制等、資金分配団体として適切に業務を遂行で

きる団体」（第 3 章 07 選定基準等」参照） 

〈共同事業体の場合の特例〉 

申請事業の運営上の意思決定及び実施を 2 団体以上で共同して行う場合には、共同事業体（以下「コンソ

ーシアム」という。）での申請を行うことができます。詳細は別添 2 をご確認ください。 

ただし、上記に該当する団体であっても、以下のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。 

⚫ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体 

⚫ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体 

⚫ 特定の公職（公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 3 条に規定する公職をいう。以下この号にお

いて同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、

支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体 

⚫ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号） 第 2 条第 2 号

に規定する暴力団をいう。次号において同じ。） 

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.janpia.or.jp%2Fkoubo%2F2022%2Fdownload%2Fnormal%2Fkyumin_disaster_support.pdf&data=04%7C01%7Cyokamura%40janpia.or.jp%7Cdc26e8fd4dd6405e98d408da1df26007%7Cfb7424ceafd14f7f93a00878b88f5ac8%7C0%7C0%7C637855224536604866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=k39oq8aM4jQhyzw6f66O6W7GaggBJEN4dsbvDg9sK8A%3D&reserved=0
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⚫ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）若しくは暴

力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者の統制の下にある団体 

⚫ 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する反社会的団体 

⚫ 指定活用団体の指定、資金分配団体の選定若しくは実行団体の選定を取り消され、その取り消しの

日から 3 年を経過しない団体、又は他の助成制度においてこれに準ずる措置を受け、当該措置の日

から 3 年を経過しない団体 

⚫ 役員のうち次のいずれかに該当する者がいる団体 

• 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 3 年を

経過しない者 

• 法の規定により罰金の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か

ら 3 年を経過しない者 

⚫ 団体としてのガバナンス・コンプライアンスの体制面で、特定の企業・団体等から独立していない団体 

⚫ 独立行政法人 

02公募期間 

公募期間は 2022 年 4月 14 日（木）から 2022年 6 月 30 日（木）午後 5 時までです。 

※ 申請は公募システムを通じて行っていただきます。公募システムの利用開始は 5月 23日（月）です。 

03申請方法 

JANPIA WEB サイトから「資金分配団体公募システム」にユーザ登録を行い申請してください。公募システ

ムの利用方法に関しては JANPIA WEB サイトに「公募システムの操作の手引き」を掲載いたします（公募

システム利用開始時に公開予定）。2022 年 6 月 30 日(木)午後 5 時の締切り以降は公募システムにおける

加筆・修正はできません。 

04申請に必要な書類 

申請にあたっては、公募システムに直接入力いただく申請情報と、公募システムに添付していただく申請書

類があります。表に沿って公募システムに入力または添付してください。なお、規程類に関しては、やむを得

ない理由で申請時までに用意ができない場合、内定通知後 1週間以内に提出してください。なお、上記の期

日までにご提出いただけない場合は、選定の取り消し等を行う場合もあります。 

 

１ 公募システムに直接入力する申請情報 

団体情報  

※公募システムに入力 
担当者情報 

事業計画 

 

２ 公募システムに添付する申請書類 

（1）JANPIA 指定の様式で提出する書類 
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① 助成申請書 登録印の押印が必要 

② 資金計画書等  

③ 役員名簿 ※ 様式厳守 

※  役員名簿にはパスワードをかけ、（パスワードは

JANPIA に設定）WEB サイトから指定のフォームで

JANPIA に送ってください。詳細は JANPIA WEB サイト

申請ページをご確認ください。 

※ 過去資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）に

採択された団体で、最新の書類を提出済みの団体は

提出不要です。 

④ 申請書類チェックリスト  

⑤ 規程類必須項目確認書  

 

（2）団体に関する書類  

定款  

登記事項証明書（全部事項証明書） 発行日から 3か月以内の写し 

事業報告書（過去３年分） ※設立から 3 年未満の団体においては、提出可能な期間分

について提出 

規程類 ※ 提出していただく規程類（自団体で持っている規程や定

款・指針・ガイドライン等）（以下「規程類」という。）には、

別添 1 の必須項目が含まれていることを確認し、

JANPIA が指定する様式「規程類必須項目確認書」と一

緒に提出してください。JANPIA が指定する様式は

JANPIA  WEBサイト上に掲載します。 

※ 別添１の規程類の名称と提出いただく規程類の名称は

同一である必要はありません。別添 1で求めている必須

項目と提出する規程類を照らし合わせ、不足がある場

合には新たに規程類を作成するか、既存の規程類の改

訂を行うなどご対応ください。 

※ 申請時にやむをえない理由により提出できない規程類

がある場合には、内定通知後 1週間以内に提出してくだ

さい。 

※ 申請時未提出だった規程類を提出する際は、「規程類

必須項目確認書」の該当箇所について必要事項を記載

して提出してください。 

※ 過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成

団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目

確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。た

だし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ

提出をお願いします。 
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※ 設立から３年未満の団体においては、提出可能な期間分について提出 

 

（3）決算報告書類（過去 3 年分）  

貸借対照表  

損益計算書（活動計算書、正味財産増減計算

書、収支計算書等） 

 

キャッシュ・フロー計算書 キャッシュ・フロー計算書、附属明細書、財産目録及び収支

決算書については、作成している場合は提出してください。 

附属明細書  

財産目録  

収支決算書  

監事及び会計監査人による監査報告書 監事及び会計監査人による監査報告書は監査を受けている

場合提出してください。 

※ 設立から３年未満の団体においては、提出可能な期間分について提出 

※ ソーシャルビジネス形成支援事業とイノベーション企画支援事業については、「決算報告書類（過去３年分）」を参考

書類として提出していただきます。「第 3章 10 情報公開」に記載のとおり、公開対象ではありません。 

 

（4）その他（計画の別添等） 

事業設計図補足資料 ※任意提出 

※JANPIA 様式あり 

団体パンフレットや広報誌等 ※参考となる資料があれば提出してください。 

 

（5）コンソーシアムで申請の場合 

幹事団体は上記申請書類に加えて、以下の書類を公募システムに添付してください。 

また、幹事団体以外の各コンソーシアム構成団体についても幹事団体と同様、以下の書類を用意し、幹事

団体がコンソーシアム構成団体ごとに zipファイルで取りまとめたうえで公募システムに添付してください。規

程類については「規程類必須項目確認書」をご参照ください。 

※ 添付方法については、「公募システムの操作の手引き」をご覧ください。 

幹事団体 コンソーシアムの実施体制表 
コンソーシアムの実施体制と各コンソーシアム構

成団体の役割分担を示した体制図（各団体の役

割、助成金の流れ、伴走支援の役割等を示した

各団体と実行団体を含めた関係図）を記載してく

ださい。 

※ 書式は自由とします。A４サイズで PDFファイルに
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して提出してください。 

※ 「コンソーシアム実施体制表_記入例」を参考にし

てください。 

コンソーシアムに関する誓約書 登録印の押印が必要 

コンソーシアム構

成団体 

団体情報 
※各コンソーシアム構成団体分を zip ファイルにまと

めてご提出ください。 

※過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム

構成団体）として採択されている団体は、「規程類

必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出

は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場

合は該当部分のみ提出をお願いします。  

※「役員名簿」は、過去資金分配団体（またはコンソー

シアム構成団体）に採択された団体で、最新の書

類を提出済みの団体は提出不要です。 

規程類 

規程類必須項目確認書 

役員名簿 

05 助成額の積算について 

⚫ 1 つの資金分配団体あたりの助成額、および１つの実行団体あたりの助成額は、過年度採択の資金分

配団体や実行団体の事業規模も参考に、申請団体が申請する事業計画・資金計画等の内容や事業実

施体制並びに収支規模等を総合的に勘案し決定します。 

⚫ 対象となる経費は、助成事業の実施に必要な経費とし、JANPIA、資金分配団体及び実行団体それぞ

れの間の個別の資金提供契約において最終決定されるものとします。 

⚫ 「資金計画書等」は、必ず申請団体が通常使用する会計費目を使用して作成してください。 

⚫ 本事業年度は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとしてください。各費目は、単価および数量等の算出根

拠を示す必要があります。「謝金」、「賃金」等は、団体の規程に定めがある場合には、それに従ってくだ

さい。 

⚫ 社会通念上、妥当と認められない水準の場合には、調整することがあります。詳細は「積算の手引き」を

参照してください。 

※ 助成金の積算、精算については、別途「積算の手引き」「精算の手引き」にて詳細を定めます。  

06 選定の流れ 

公募要領公開 ４月１４日（木） 

申請受付開始 ５月２３日（月） 

公募締め切り ６月３０日（木） 

資金分配団体内定通知 ９月上旬 

資金分配団決定・契約締結 ９月下旬 

事業開始 順次 
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＜留意点＞ 

⚫ 資金分配団体の選定は公募の方法で行います。申請団体は本公募要領に記載の 4 つの助成事業の

区分のうち、1 つの区分について、助成事業の区分が異なる場合には、合計 2 つまで申請できます。 

⚫ JANPIA 事務局は、申請団体からの申請を受理後、申請書類等の必要な確認を行い、その後、審査会

議委員は書面審査とともに申請団体の面談を実施します。 

⚫ 民間公益活動に知見を有する専門家又は有識者から構成される審査会議による審査を行います。申

請団体名は審査会議委員に開示されます。 

⚫ 審査会議委員は、面談後、審査会議において資金分配団体として JANPIA理事会に推薦する申請団体

を整理します。JANPIA 理事会は、審査会議での審査結果を参考に、資金分配団体を選定します。 

⚫ 選定された申請団体（以下「内定団体」という。）については、原則として、資金提供契約書の締結まで

に、JANPIA事務局職員が内定団体の事務所を訪問して、代表者等と面談、実地調査を行います。審査

の結果は申請団体に対し、文書にて通知します。 

※ 新型コロナウイルスの感染状況によっては、取り扱いを変更する可能性があります。 

07 選定基準等 

資金分配団体は、以下の選定基準に基づき選定を行います。 

ガバナンス・コンプライアンス 
包括的支援プログラムに示す事業を適確かつ公正に実施できるガバ

ナンス・コンプライアンス体制等を備えているか（詳細は「第 3 章 08 

その他の審査における着眼点」参照） 

事業の妥当性 事業対象となる社会課題について、問題構造の把握が十分に行わ

れており、事業計画（課題の設定、目的、事業内容）が解決したい課

題に対して妥当であるか 

実行可能性 業務実施体制や計画、予算が適切か 

継続性 助成終了後の計画（支援期間、出口戦略や工程等）が具体的かつ現

実的か 

先駆性（革新性） 社会の新しい価値の創造、仕組みづくりに寄与するか 

波及効果 事業から得られた学びが組織や地域、分野を超えて社会課題の解

決につながることが期待できるか 

連携と対話 多様な関係者との協働、事業の準備段階から終了後までの体系的

な対話が想定されているか 

 

その他選定時の留意事項 

⚫ 国又は地方公共団体から補助金又は貸付金等の支援（ふるさと納税を財源とする資金提供を含む）を

受けていないかつ受ける予定のない事業の中から助成対象事業を選定します。 

※別途「休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について」をご参照ください。 

⚫ 他の助成財団から助成等を受けている団体が、同一事業について、資金分配団体又は実行団体として

助成等を受けることは可能とします。 

⚫ 既存の助成財団が資金分配団体となるべく申請した場合、休眠預金が実質的に他の事業の財源に活

https://www.janpia.or.jp/dantai/news/news_20211015.html
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用されると想定されるなど当該財団への単なる財政支援に相当する場合は選定しません。 

⚫ 資金分配団体の選定に当たっては、社会的成果の最大化の観点から行います。また、社会の諸課題や

それを解決するための手法の多様性の確保や団体の多様性にも留意した対応となるようにとの観点か

ら、以下の措置を講じます。 

① 過去に採択された事業を実施中の資金分配団体は、当該事業と異なる新たな内容であれば、今

年度資金分配団体となるための申請をすることができます。原則として、新たに資金分配団体と

なるため申請した申請団体をすでに資金分配団体である申請団体よりも優先して選定します。 

② 大都市その他特定の地域や特定の団体に偏らないように配慮するとともに、分野別等について

配慮するものとし、特に以下の団体を優先して選定します。 

(ア) 民間公益活動に係る情報を積極的に収集し、助成の対象となり得る民間公益活動の案件

を発掘・形成するための調査研究を行うこととしている団体 

(イ) 収集した情報、調査研究の結果に基づき、寄付やボランティア等の市民参加、当事者や住

民の参加、民間企業の支援を想定した事前準備を行い、包括的支援プログラムの提案内

容に組み込んでいる団体 

(ウ) 民間資金のマッチングなど、他のセクター、団体との共創・協働による新しい取組を提案し

ている団体 

③ 申請団体における役職員の多様性、ジェンダーバランス等が確保されており、様々な社会の諸

課題への深い理解と配慮のもとで助成プログラムが組まれている団体を優先して選定します。 

⚫ 2022年度新型コロナ対応支援枠と重ねての申請も可能ですが、同一事業についてコロナ対応支援枠

と通常枠に申請することはできません。 

⚫ 申請書類の作成等選定に要する費用、および選定後資金提供契約締結までに要する全ての費用に

ついては、各申請団体の負担となります。 

⚫ 審査の結果、資金分配団体および実行団体に選定されなかったことによる一切の損害および本制度

にかかる法令や政府の運用方針の変更等による損害については、JANPIA が責任を負うものではあ

りません。  

08 その他の審査における着眼点 

事務局による申請書類等の確認及び審査会議における審査は、以下の着眼点に即して実施します。 

① 包括的支援プログラムに示す事業を適確かつ公正に実施できるガバナンス・コンプライアンス体制等を

備えていること。なお、ガバナンス・コンプライアンス体制等については、以下の 3 点から確認するここと 

a） ガバナンス・コンプライアンス体制等に関する以下の規程類が備えられていること 

• コンプライアンス施策の検討等を行う組織（外部の有識者等も参加するもの）及びその下に実施等を担う

部署が設置されていること 

• 意思決定機関の運営規則や倫理規程、役員の報酬規程、情報公開規程等、組織の運営を公正に行う

ための必要な規程類が備えられていること 

• 不正行為や利益相反防止のための諸規程が備えられていること。利益相反防止に関しては、特に、資

金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ

措置を具体的に示すこと。その際 JANPIA の諸規程（JANPIA WEB サイトに掲載）を参照してください 

※ 倫理規程、評議員会規則、理事会規則、役員の利益相反防止のための自己申告に関する規程、専門家会議

規則、審査会議規則等 

• 不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を

公表する旨定められていること 
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• 「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成 

28 年 12 月 9 日消費者庁）」を踏まえ、内部通報制度を整備し、運用していること 

※ 自団体で整備することが困難な場合は、JANPIA のヘルプライン窓口の外部機関を利用することで足りるもの

とします。 

• 適確かつ公正に業務を遂行するために必要なトップマネジメント体制を備えていること 

• 期待された社会的成果が達成されない場合もあり得るという民間公益活動特有のリスクを含め、適切な

資金のリスク管理を行うこと 

• 以上のうち、申請時に未整備であるものについては、JANPIA と資金分配団体との間の資金提供契約

締結前までに整備する旨の誓約を行っていること 

b） JANPIA から助成により提供を受けた資金の使途については、その助成に係る資金提供契約で認めら

れたものに限定し、区分経理を行うとともに帳簿が備え付けられていること 

c） 適正かつ効率的に予算を執行すること 

② 実行団体の選定の際、当該団体の民間公益活動の実施に関する計画において、達成すべき成果、資

金分配団体による支援の出口及び支援の期間、各事業年度における事業内容と必要な費用額が明示

されていること 

③ 休眠預金等に係る資金に依存した団体を生まないための仕組みが組み込まれていること 

④ 実行団体に対し、事業実施に係る経営支援等の非資金的支援が、必要に応じ対等なパートナーシップ

による伴走型で提供されるとされていること 

⑤ 包括的支援プログラムを必要に応じ外部の団体等と連携しながら適確に実施するに足りる能力を有して

いること 

09 審査結果の通知 

最終決定については、申請団体に対しメールで通知します。 

10 情報公開 

JANPIA は、採択に至らなかった事業を含むすべての申請団体の以下の情報を WEB サイトで広く公開しま

す。 

⚫ 申請団体名  

⚫ 申請団体が提出した申請書類 

※ 「第 3 章 04 申請に必要な書類」に記載されている情報および書類（参考書類は除く） 

⚫ 選定過程  

⚫ 選定(不選定)結果  

⚫ 選定（不選定）理由  

⚫ 選定された資金分配団体に対する助成期間を通じた助成総額・各年度の助成見込み額及びその根拠

等  

※ 休眠預金活用事業の原資が国民の資産であることに鑑み、「国民への説明責任」を果たすため、「情報開示の徹

底」、「本制度全体の透明性の確保」等が強く求められています。 

※ 申請書類の提出にあたっては助成申請書中の「情報公開同意書」をご確認いただき、承諾いただいた上で、公募

システムへの添付をお願いします。 

※ なお、この情報公開にあたっては、申請書類の中に記載がある個人情報や申請団体のアイディアやノウハウ等に

係る部分については非公表とすること等により、申請団体の権利その他の正当な利益を損ねないよう留意します。 

※ ソーシャルビジネス形成支援事業、イノベーション企画支援事業における申請時に提出いただく「決算報告書類（過
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去 3 年分）」は参考書類扱いとし、公開対象としません。 

 

11 選定後について 

［1］資金提供契約締結 

資金提供契約と本公募要領の内容を確認の上、資金提供契約を締結していただきます。資金提供契約書

の詳細につきましては、「第 4 章 12 資金提供契約」に記載しています。 

［2］選定後の対応 

選定された資金分配団体において選定後速やかに対応いただくことは次の通りです。 

① 指定口座の開設 

総事業費を一元的に管理するため、本事業の総事業費のみを管理するための指定口座を開設してください。

指定口座において総事業費以外の金銭の管理を行わないようにし、指定口座以外の金融機関口座におい

て総事業費の管理を行わないでください。また、指定口座における日本円での預金を除くほか、本総事業費

を運用しないようにしてください。なお、預金保険制度により万一の時にも預金が全額保護されるべきという

観点から､決済用預金口座(利息の付かない普通預金あるいは当座預金)を開設してください｡通帳がない当

座預金については､インターネットを通じ取引明細が随時出力できるものに限ります｡ 

② 指定口座の管理 

資金分配団体は､JANPIA に対し､指定口座の預金残高や出金及び振込みに関する情報を助成システムに

より報告してください｡また､実行団体の口座情報についても、JANPIA がこれらの情報の提供又は報告を助

成システムにより行うことを要請した場合には、必要な協力をお願いすることがあります｡ 

③ 支出管理 

やむを得ない事由があるとき、また JANPIA が認めた場合を除き､指定口座から現金の出金を行わず､原則

として指定口座からの支出は請求書払い、振込、カード支払いによって行ってください｡金額に関わらず､指

定口座から出金した現金の額､出金の日時及び目的などは記録してください｡ 

④ 助成金の支払い 

資金分配団体への助成は年度ごとに行います。ただし、2022 年度の資金分配団体への助成金の支払いに

ついて、2023 年度分を含めて行います。また、2024 年度以降は 4 月と 7 月に分割して行います。詳細は

積算の手引きを参照してください。入金確認後、助成金受領確認書をご提出ください。その後は進捗状況を

確認後、毎事業年度、原則概算払いで助成金を振り込みます。資金分配団体による実行団体への資金の

助成は年度ごとに確定しますが、助成金の支払いについては「第 2 章 0１ 助成方針」のとおりとなります。 

⑤ 助成金の精算 

精算は、キャッシュベース（支払いベース）で行います。現金の動きが無い費用（減価償却費など）や収

益は計上できません。また、精算手続きは実費かつ消費税込みの額で行います。助成に充当される費

用の使途については資金提供契約で認められたものに限定し、区分経理を行うとともに帳簿を備え付

けてください。支払証拠書類は事業完了日が属する会計年度の終了後、5年間保管してください。 

※ 詳細は「精算の手引き」・「積算の手引き」を参照してください。 

［3］実行団体の選定 

① 資金分配団体は、実行団体の選定にあたっては、実行団体の多様性にも十分配慮するとともに採択
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の結果が特定の団体等に偏らないよう留意する必要があります。 

② 実行団体の公募は、資金提供契約締結後速やかに実施していただくよう留意してください。 

［4］事業の進捗管理 

① 資金分配団体は、資金提供契約に基づき、原則として 6 か月ごとに民間公益活動の進捗状況を助成

システムによって報告を行っていただきます。 

② JANPIA は資金分配団体を、資金分配団体は実行団体の進捗管理を行います。ともに、原則として

毎月１回以上、対面形式（WEB 会議を含む）による進捗状況についての協議を行っていただきます。 

③ 資金分配団体及び実行団体はそれぞれの立場で、評価指針に基づき事前評価、中間評価、事後評

価を実施します。解決に時間を要する社会課題に係る事業の場合には、JANPIAと協議の上、追跡評

価を実施します。 

④ JANPIAは、報告または調査の結果等を踏まえ、必要に応じ資金分配団体に対し協力、支援、助言等

を行います。 

⑤ JANPIA は、事業の進捗状況や評価結果、休眠預金等交付金の使用状況等を公開します。 

⑥ 資金分配団体は、各事業年度が終了するごとに、翌月までに助成システムにより、事業と収支の報

告を行っていただきます。 

⑦ 資金分配団体は、毎事業年度の 12 月末日までに、その年度の精算見込と、翌事業年度の資金計画

書を JANPIA に提出いただく必要があります。 

［5］シンボルマークの表示 

事業実施に当たっては、休眠預金等を活用して実施する事業であることを示すためのシンボルマークを表

示してください。具体的な利用方法については、JANPIA が別途定める「シンボルマーク利用手引き｣を必ず

ご参照ください｡  

〈シンボルマーク〉 https://www.janpia.or.jp/kyumin/symbol.html 

〈規程・手引き等〉 https://www.janpia.or.jp/dantai/symbol/ 

［6］事業完了報告・監査 

① 資金分配団体は、助成事業完了の日から 1 か月以内に助成システムを用いて事業完了報告書を提

出するものとします。 

② JANPIAは、事業の適正を期するため、または事業の評価を行うため、資金提供契約に基づき助成事

業の完了の日の属する事業年度の終了後 5 年（ただし、助成事業の実施により取得した財産等が不

動産の場合には 10 年）を経過するまでの間は、報告の聴取、立入検査または監査を行うことがあり

ます。 

③ 上記①及び②に関して、必要に応じ外部の専門家による第三者監査を行います。 

 

第４章 本助成事業において求める要件等について 

01 資金分配団体、実行団体の基盤強化 

JANPIAでは、休眠預金等活用制度の運用開始にあたり、特に民間公益活動の底上げと自立化、持続的発

展をめざし、資金分配団体・実行団体の基盤強化を図るため、基盤強化の支援を実施します。資金分配団

体は、非資金的支援として、実行団体の組織基盤強化だけでなく、社会の諸課題の解決に向けた実行団体

https://www.janpia.or.jp/kyumin/symbol.html
https://www.janpia.or.jp/dantai/symbol/
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の事業の実施に必要な活動の環境の整備も必要に応じて行うことになります。非資金的支援については、

「第 1 章 04 資金分配団体とその役割」を参照してください。 

JANPIAは、資金分配団体の非資金的支援に係る実行能力の強化支援のための助成として、経営支援、研

修等の伴走支援、進捗管理、評価、連携支援等の業務を行う専門家（プログラム・ オフィサー）の確保育成

とその活動に係る費用を助成します。助成対象は、募集・採用に必要な費用、研修受講費用、人件費、伴走

支援に係る費用（出張費用、研修実施費用等の活動費） 等とし、助成額は１団体あたり年間 800 万円を

上限とし、そのうち人件費については１団体あたり年間 500 万円を上限とします。この助成にあたっては、

助成対象とするプログラム・オフィサーが、JANPIA が指定又は開催する所定の研修等を受講することが条

件となります。また、評価関連経費については、資金分配団体及び実行団体にそれぞれ助成額の 5％以下

を助成額とは別枠で助成します。 

資金分配団体・実行団体の基盤強化のために JANPIA は連携支援として以下を行います。 

① 対等なパートナーシップによる企画の補強から進捗管理、監督、評価までの支援、情報交換 

② 資金分配団体のプログラム・オフィサー等のネットワーク化 

③ 企業等に勤務する各領域の専門家によるプロボノ活動・ボランティアの活用による経営、広報、マー

ケティング、ICT 活用等の支援 

④ 資金分配団体の取り組みを共有する会議の開催等の支援 

⑤ 教育・研修事業の順次実施、評価、プログラム・オフィサー育成研修等、JANPIA 主催の研修プログ

ラムを継続的に実施しプログラム・オフィサー育成基盤の整備 

02 事業の評価 

休眠預金等に係る資金の活用に当たっては、国民の資産である休眠預金等を活用しているという性質上、

その活用の成果を適切に評価し、国民の理解を得るために「説明責任を果たすこと」、活動を効果的・効率

的に行うために「学びを改善につなげること」、民間公益活動団体全般の質の 向上や資金・人材の獲得な

どにつなげるために「活かすこと」が求められます。そのために、資金 分配団体、実行団体では事業の自己

評価を行います。 

評価の詳細は、JANPIA の WEB サイトに掲載している、「資金分配団体・実行団体に向けての評価指針」

（2020 年 7 月改定）をご確認ください。 

また、JANPIA は、資金分配団体のプログラム・オフィサーを対象とした評価の研修、実行団体向けの「評価

の手引き」を作成し、評価に関わる伴走支援を行います。事業の評価は、自己評価が原則ですが、規模の

大きな事業、重要なものや、対象とする社会課題解決に向けたテーマ決定において国民的関心の高い事業、

特に革新的なものについて、JANPIAが資金分配団体及び実行団体と個別に協議の上、第三者評価または

外部評価を実施することがあります。その際、JANPIA がその費用を負担します。 

03 資金分配団体及び実行団体に対する監督 

⚫ 資金分配団体の監督 

JANPIA は、資金分配団体において休眠預金等に係る資金が公正に活用され、事業が適正に執行される

よう監督するために必要な事項（資金分配団体からの報告聴取、立入検査及び不正があった場合における

選定の取消し、助成を行った資金の返還等を含む。）について、選定された資金分配団体との間で締結する

資金提供契約に定めます。不正が生じた場合には、不正の原因究明、関係者に対する厳格な処分、再発

防止策の策定及びその内容の公表を行います。 

⚫ 実行団体の監督 

実行団体を監督するにあたり、資金分配団体は、不正による助成の返還を含む必要事項について、実行団

体の公募時に用いる公募要領及び、実行団体との間で締結する資金提供契約に明記してください。 
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⚫ 情報公開の徹底 

 

① 公募に関する情報公開 

JANPIAは、資金分配団体の公募にあたって、公募要領や公募に必要な書式について JANPIA WEB サイト

で一般に公表します。また、結果の公表に当たっては、採択に至らなかった事業を含む申請団体名、申請

団体が提出した申請書類（ソーシャルビジネス形成支援事業、イノベーション企画支援事業における「参考

資料」は除く））、選定過程、選定（不選定）結果、選定（不選定）理由、選定された資金分配団体に対する助

成期間を通じた助成総額・各年度の助成見込み額及びその根拠等の情報公開を JANPIA WEB サイトで行

います。 

資金分配団体は、実行団体の公募にあたって、公募要領や公募に必要な書式について自団体の WEBサイ

トで公表します。また、公募終了時に、申請した団体の情報（団体名・所在地・事業名・事業概要）、さらに採

択団体決定時に、選定した実行団体の名称、申請事業の名称及び概要、選定過程、選定理由、助成総額と

その算定根拠を当該資金分配団体の WEB サイトで少なくとも助成期間が終了するまで一般に公表します。 

JANPIA では JANPIA の WEB サイト上に資金分配団体の WEB サイトへのリンクを設定するなど、各資金分

配団体の実行団体の公募の進捗について一般に公表します。また資金分配団体との協議の上、公募に関

する情報を JANPIA の事業報告書・WEB サイトその他の媒体により広く一般に公開できるものとします。 

② 事業に関する情報公開 

資金分配団体は、人件費の水準、 ガバナンス・コンプライアンス体制に関する規程類を自団体の WEB サイ

トで一般に公表します。また資金分配団体は、事業の実施に伴い必要となる各種計画及び進捗等の報告に

ついては、助成システムへの入力及び登録を通じて行うことを原則とし、登録された情報のうち公開情報と

して登録された情報について、JANPIA は広く一般に公開できるものとします。実行団体の情報についても、

事業の実施に伴い必要となる各種計画及び進捗等の報告については、助成システムへの入力及び登録を

通じて行うことを原則とし、登録された情報のうち公開情報として登録された情報について、資金分配団体

および JANPIA は広く一般に公開できるものとします。これらの事業の情報に関して JANPIAは、資金分配

団体および実行団体と協議の上、JANPIAの事業報告書・WEBサイトその他の媒体により広く一般に公開で

きるものとします。 

③ 情報公開に関する監督 

これらの情報公開に関する事項を実行するための措置として、当該事項について JANPIA と資金分配団

体との間で締結される資金提供契約に記載します。これらの仕組みを通じて、JANPIA は資金分配団体を、

資金分配団体は実行団体を適切に監督するとともに、資金分配団体が実行団体を適切に監督していること

を確認します。 

04助成金の公正な活用及び事業の適正な遂行 

JANPIA は、資金提供契約に基づき資金分配団体における助成金の公正な活用及び事業の適正な遂行を

確保するため必要があると認めるときは、資金分配団体に対し、以下の措置を講ずることとします。 

① 資金分配団体における助成金を活用した事業または当該事業に関する財産の状況に関し、報告また

は資料の提出を求めること 

② JANPIA の職員に資金分配団体の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、助成金を活用

した事業若しくは当該事業に関する財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類その他の物件を検

査させること 

JANPIA は、上記の措置のほか、資金提供契約に基づき JANPIA が資金分配団体を選定する際に確認し

た当該資金分配団体における事業の公正かつ的確な遂行を担保するために必要な体制等の整備等の履

行を担保するために必要な措置と、その他助成金の公正な活用及び事業の適正な遂行を確保するために
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必要な措置を講ずることができます。JANPIAは、資金分配団体が実行団体を監督するにあたり必要な事項

（不正により助成に充当される費用の返還を含む。）が、資金分配団体が実行団体を選定する際に作成す

る公募要領や、資金分配団体と実行団体の間で締結される資金提供契約に明記されること、当該資金提供

契約において、実行団体が資金分配団体の承認を得ることなく科目間流用が可能となる範囲について定め

られていることを確認するものとします。 

05 外部監査の実施 

毎年度の決算について、外部監査が可能であれば受けることを推奨します。なお、外部監査に係る経費に

ついては、管理的経費に含めていただいてもかまいません。JANPIA が必要と認める場合には、JANPIA が

助成事業に係る証憑を監査することがあります。 

06 助成金の目的外使用の禁止・財産の処分制限 

① 資金分配団体は、JANPIA から受けた助成金を資金提供契約において定める用途以外の用途に使

用することを禁じられています。ただし、資金提供契約において科目間流用について定めた場合には、

当該定めに基づく科目間流用を行うことができます。 

② 資金分配団体は、本事業を実施するに当たって、資金提供契約に基づき、本事業の実施により取得

し、又は効用の増加した財産を、助成期間中及び本事業完了日の属する事業年度の終了後 5 年間

（以下「財産処分制限期間」という。ただし、本事業完了日の属する事業年度の終了時点で、法人税

法に定める減価償却資産の耐用年数の残りの期間が 5 年以内のものについては、その残りの期間

に相当する期間とする。）は、善良な管理者の注意を持って管理を行い、本事業又は事業完了時監

査において JANPIA が承諾した事業の実施のためのみに使用するものとし、これらの事業の実施以

外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分を行う場合は、JANPIA の事前の書

面による承諾を得る必要があります。ただし、本財産が不動産の場合は、上記の「本事業完了日の属

する事業年度の終了後 5 年間」を「本事業完了日の属する事業年度の終了後 10 年間（本事業完了

日の属する事業年度の終了時点で、法人税法に定める減価償却資産の耐用年数の残りの期間が 10

年以内のものについては、その残りの期間に相当する期間とする。）」となります。 

③ 資金分配団体は、固定資産台帳その他本財産につき善良な管理者の注意をもって管理を行うために

必要な書類を備えて本財産を管理する必要があります。 

07 選定の取消し等 

① JANPIA は、資金分配団体が次の各号のいずれかに該当すると合理的に判断した場合、資金分配

団体としての選定の取り消しまたは期間を定めて資金分配団体における助成金を活用した事業の全

部若しくは一部の停止を求めることができます。 

• 資金分配団体または実行団体に対する助成金の活用による助成事業の適正かつ確実な実施が困

難であるとき 

• 不正行為等があったとき 

• 休眠預金等活用法その他の適用のある法令のほか、基本方針、休眠預金等交付金活用推進基本

計画、民間公益活動促進業務規程、JANPIA の当該事業年度の事業計画書及び資金分配団体とし

て選定を受けた際に付された条件に基づく措置、処分等または資金提供契約に違反したとき 

• 上記に掲げる事由のほか、本契約が解除された場合その他助成金の公正な活用及び事業の適正

な遂行が困難と認められるとき 

② 資金分配団体は、上記の規定に基づき事業の全部または一部の停止を求められたときは、その求め

に応じて事業の全部または一部を停止しなければなりません。 

③ ①の規定に基づき選定を取り消され、その取消しの日から 3 年を経過しない団体は、資金分配団体

の選定に申請することができません。 
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④ ①～③について、資金提供契約に定めます。 

 

08 助成金の返還 

JANPIA は、以下に該当する助成金がある場合は、期限を定めてその返還を資金分配団体に求めることが

できます。 

① 資金分配団体からの助成金の辞退に伴い、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に資金

分配団体が交付を受けている助成金 

② 資金分配団体の選定を取り消された場合または助成事業の全部若しくは一部を停止された場合にお

いて、取消しまたは停止に係る部分について既に資金分配団体が交付を受けている助成金 

③ 本契約が解除された場合において、本助成金の全部 

④ 資金分配団体において不正行為等があった場合において、本助成金の全部 

⑤ 資金分配団体において本事業について、国又は地方公共団体から補助金又は貸付金等の支援（ふ

るさと納税を財源とする資金提供を含む。）を受けた場合において、その補助金等の支援において対

象とされる事業と本事業が重複すると JANPIA が合理的に認めた部分の助成金 

また、JANPIA は、助成金の返還債務の確実な履行のための措置を講じるものとし、①～⑤について、資金

提供契約に定めることとします。 

09 加算金及び延滞金 

① 資金分配団体は、助成金の返還を求められたときは、その請求に係る助成金の受領の日から納付の

日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年 10.95％の割合で計算した加算金を JANPIA に納め

なければなりません。 

② 資金分配団体は、助成金の返還を求められ、これを納付期日まで納めなかったときは納付期日の翌

日から納付日までの日数に応じてその未納額につき年 10.95％の割合で計算した延滞金を JANPIA 

に納めなければなりません。 

③ JANPIA は、①～②においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金または延滞金の全部

または一部を免除することができます。 

④ ①～③について、資金提供契約に定めます。 

10 資金分配団体の事業の承継 

① 選定を取り消された資金分配団体への助成金を活用した事業並びに財産及び負債（JANPIA から受

けた助成金の活用による事業に係るものに限る。）は、他の資金分配団体が承継するものとし、やむ

を得ない場合に限り、JANPIA が承継します。 

② 上記に定める事項は、資金提供契約に定めます。 

11 不正等の再発防止措置 

① JANPIA は、資金分配団体における助成金の流用や不正使用等の事案が明らかになった場合は、

当該事案が発生した原因を究明し、再発の防止のための措置を講ずるとともに、その事案の内容等

について内閣総理大臣に報告し、公表することとします。 

② JANPIA は、資金分配団体における助成金の流用や不正使用等の事案に係る者について、資金提

供契約に基づく措置を講ずるほか刑事告発等の必要な措置を講じます。 
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12 資金提供契約 

JANPIA は、この公募要領に定めるもののほか、資金分配団体に対する助成の実施に関して必要な事項を、

資金分配団体と締結する資金提供契約において定めることとします。 

※ 各条文の詳細については公募サイトに通常枠資金提供契約書（ひな形）を掲載します。 

第５章 その他 

01 公募説明会の開催 

JANPIAでは公募に関する説明会を行います。公募説明会の開催のお知らせは JANPIA WEB サイトに掲載

しますのでご確認ください。 

02 お問い合わせ先 

一般財団法人日本民間公益活動連携機構事業部 （JANPIA） 

住所：東京都千代田区内幸町２丁目２番３号 日比谷国際ビル 314 号室 

 

お問い合わせフォーム 

https://www.janpia.or.jp/koubo/app/index.php 

JANPIA WEB サイト: 

https://www.janpia.or.jp/  

 

申請をお考えの団体向けに、オンライン個別相談を実施しています。 

ご希望の際は、JANPIA WEB サイトの公募に関するお問い合わせフォームよりお申し込みください。 

 

 

  

https://www.janpia.or.jp/koubo/app/index.php
https://www.janpia.or.jp/
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参考資料 

01 休眠預金等に係る資金の活用に当たっての基本原則 

（休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針（平成 30 年３月 30 日 内閣総理大臣決定）よ

り抜粋） 

法第 16 条で定められている休眠預金等に係る資金の活用に関する基本理念等を踏まえ、休眠預金等に

係る資金の活用に当たっての基本原則を以下のとおり定める。 

また、この基本原則に基づき、休眠預金等に係る資金を活用する指定活用団体、資金分配団体、民間公益

活動を行う団体等が、業務を遂行するに当たって踏まえるべき事項等について、基本原則ごとに示す。 

［1］国民への還元 

原資が国民の資産であることに鑑み、休眠預金等を預金者等に払い戻す努力を尽くした上で、休眠預金等

に係る資金の活用の成果を広く国民一般の利益の増進に資するようにする。本制度は、預金者等に払い戻

す努力を尽くした上で、それでもなお休眠預金等となった預金等について、その性質に照らし、国民一般の

利益の一層の増進に資するよう民間公益活動の促進に活用するものである。指定活用団体、資金分配団

体、民間公益活動を行う団体等が休眠預金等に係る資金を活用するに当たっては、こうしたことを十分に踏

まえ、その成果について積極的に情報発信することで、国民の幅広い理解を得ていく必要がある。 

［2］共助 

行政が本来行うべき施策（公助）の肩代わりではなく、共助の活動に焦点を当てた支援を行う。法第 16 条

第１項における民間公益活動の定義を踏まえると、行政が本来行うべき施策（公助）の肩代わりとして休眠

預金等に係る資金を活用することを法は予定していない。休眠預金等に係る資金は、これまで既存制度に

おいて対象とされてこなかった人々が抱える課題に焦点を当て、前例のない取組や公的制度のいわゆる

「狭間」に位置するような取組、社会の諸課題と一般に認識されていないために対応が遅れている分野を中

心に、共助の活動に焦点を当てた支援に活用する。なお、短期間で解決できる分野や数値化された成果が

出やすい分野に偏ることなく、解決に時間を要する分野や従来より定量的な成果が出にくいとされてきた分

野にも活用されるよう配慮する。 

［3］持続可能性 

民間公益活動の自立した担い手の育成及び民間の資金を自ら調達できる環境の整備に資するよう休眠預

金等に係る資金を活用し、社会の諸課題が自律的かつ持続的に解決される仕組みを構築する。民間公益

活動の自立した担い手を育成するため、指定活用団体及び資金分配団体においては、民間公益活動を行

う団体との間で達成すべき成果と支援の出口について事前に合意した上で、一定の期間を区切った支援を

行うこととし、休眠預金等に係る資金に依存した団体を生まないための仕組みを構築する。なお、支援の出

口としては、例えば、事業の自走化、助成、貸付け又は出資を行う側と受ける側との間で事前に合意した成

果の実現、公的施策としての制度化等、多様な形が想定される。 資金分配団体は、民間公益活動を行う団

体に対し、事業の成果をより確実なものとし、その団体の自立性を高めていくため、資金支援だけではなく、

事業実施に係る経営支援等の非資金的支援を必要に応じて外部の団体や専門家とも連携しつつ支援対象

の団体に寄り添って支援する伴走型で提供することにより、組織の能力強化（キャパシティ・ ビルディング）

を図っていく。 資金分配団体や民間公益活動を行う団体は、民間の資金や人材を確保する観点から、自ら

の活動の社会的意義や成果を対外的に積極的に発信し、その理解を広めていくことで、休眠預金等に係る

資金をてこに民間の資金を調達できるようにすることが求められる。特に、民間公益活動への資金提供に

民間の資金が流入する上での障壁として、民間公益活動における様々な制約や社会的投資市場の未整備
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等があるため、指定活用団体は、休眠預金等に係る資金を活用してリスクを低減させること等により、民間

公益活動の担い手が自立的に必要な資金を調達できるために必要な環境整備を進める。こうした取組を通

じて、社会の諸課題が自律的かつ持続的に解決される仕組みの構築を促進する。 

［4］透明性・説明責任 

指定活用団体、資金分配団体及び民間公益活動を行う団体並びに政府の各主体は、成果を含めたあらゆ

る情報を国民に分かりやすい形で公表し、説明責任を果たす。本制度は、休眠預金等に係る資金の活用に

より社会の諸課題を解決し、その成果を広く国民一般に還元することを目的としていることから、休眠預金

等に係る資金の活用に 当たっては、指定活用団体、資金分配団体及び民間公益活動を行う団体の各主

体は、事後の報告書の公表にとどまらず、事業の進捗状況や成果の可視化等を通じ、可能な限りあらゆる

情報を国民に分かりやすい形で公表すること等、情報開示を徹底し、本制度全体の透明性の確保に努める

とともに、関係者との対話等様々な機会を捉えて広く意見を 聴くよう努める。 

［5］公正性 

利益相反の防止等の徹底により、休眠預金等に係る資金の活用を公正に実施する。休眠預金等に係る資

金の活用が公正に実施されるよう、休眠預金等に係る資金の活用に係る全ての段階において利益相反の

防止や不正の防止及びその早期発見のために必要な措置を講ずる。また、休眠預金等に係る資金の活用

に係る全ての者は、公正性に 疑念を持たれることのないように行動することが求められる。万が一不正が

生じた場合には、その原因を究明し、不正の原因者に対して法令等に基づく厳正な処分を行うとともに、実

効性ある再発防止策を講ずるほか、原因及び対処経過等に関して公表する。 

［6］多様性 

優先的に解決すべき社会の諸課題及びその解決策は地域や分野等によって多様であることに十分配慮す

る。指定活用団体及び資金分配団体が、民間公益活動を行う団体を選定するに当たっては、優先的に解決

すべき社会の諸課題及びその解決策は、地域や分野等によって多様であることに十分配慮する。 

［7］革新性 

各法令や公的制度のいわゆる「狭間」に位置している取組、前例のない取組等を対象に、多様な手法を用

い、柔軟かつ効果的・効率的に休眠預金等に係る資金を活用し、その成果のより広範かつ発展的な展開等

を進めることにより、ソーシャル・イノベーションを実現する。本制度では、公的制度のいわゆる「狭間」に位

置するような取組や革新性が高いと認められる民間公益活動を行う団体等への支援を重視する。指定活用

団体は、休眠預金等に係る資金の活用に当たって、資金分配団体とともに社 会の諸課題の解決に挑戦す

る担い手を支えるインキュベーター（事業が軌道に乗るまでの間、必要な経営支援等を行う主体）及びアク

セラレーター（事業の成長を加速化さ せるために必要な支援を行う主体）の役割を担うこととし、社会にお

ける大きな変革 （ソーシャル・イノベーション）の創出及びそのための革新的手法の開発、普及・実装を図る。 

［8］成果最大化 

一定のリスクを許容しつつ、社会の諸課題の解決に大きな成果を出すことが見込まれる事業を積極的に支

援することにより、本制度全体でみた成果の最大化を図る。社会の諸課題の解決に大きな成果を出すため、

指定活用団体及び資金分配団体は、財務的なリスクだけでなく、期待された社会的成果が達成されないリ

スク等の民間公益活動に特有のリスクを適切に管理することが重要である。その上で、指定活用団体は、

着実に社会の諸課題の解決に成果を出すことが見込まれる事業と目標の達成確率は低い（ハイリスク）も

のの、実現すれば社会に大きな変革（ソーシャル・イノベーション）をもたらすような革新的な事業とを適切な

割合で組み合わせて実施することにより、本制度全体としての成果の最大化を図る。 
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［9］民間主導 

本制度の運用に当たっては、指定活用団体を中心に、各関係主体間の連携の下に民間主導で行い、行政

の過度な干渉を避け、民間の発意を尊重する。法第 16 条第５項において民間の団体の創意と工夫が十

分に発揮されるように配慮することとされている趣旨を踏まえ、行政においては過度な干渉を避け、民間の

団体が現場の実情に応じて機動的かつ柔軟に社会の諸課題の解決に向けて取り組むことができるよう、民

間の発意を尊重する必要がある。その 際、より大きな社会的成果を創出するため、指定活用団体や資金

分配団体が中心となって、分野の垣根を越えて様々な立場の関係者が目標・成果を共有した上で連携して

事業に取り組む集合的インパクトの取組を促進する。 

02 活用分野 

休眠預金等活用法では、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸問題の解決を目指して民

間の団体が行う、①子ども及び若者の支援、②日常生活または社会生活を営む上で困難を有する者の支

援、③地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る公益

に資する活動を、国民の資産である休眠預金等を活用して促進 し、成果を収めることにより国民一般の利

益を増進することで国民に還元することとされています。 

03 JANPIA 設立の目的（休眠預金等の民間公益活動促進への活用についてを含む） 

JANPIA は、休眠預金等活用法に則り、誰ひとり取り残さない、持続可能な社会を未来のこども達に引き継

ぐため、オールジャパンの体制で多様な関係者と連携し、民間の英知、創造性、革新性を結集して、社会課

題の解決に革新的手法でチャレンジする担い手を支える触媒になることをめざします。 

「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」により、指定活用団体が行う資金提供は、当分

の間は、資金分配団体への助成のみとすることとなっています。 

04 JANPIA の役割 

法第 21 条第１項では、次に掲げる業務（民間公益活動促進業務）を行うものとされています。 

1)資金分配団体に対し、助成等の実施に必要な資金について助成または貸付けを行うこと 

2)民間公益活動を行う団体に対し、民間公益活動の実施に必要な資金の貸付けを行うこと 

3)休眠預金等交付金の受入れを行うこと 

4)民間公益活動の促進に関する調査及び研究を行うこと 

5)民間公益活動の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。 

6)前各号に掲げる業務に附帯する業務 

05 JANPIAの 10 項目のミッションと 7 項目のバリュー 

10 項目のミッション 

1)社会の優先課題を提示 

我が国における社会の諸課題を分析し、優先的に解決すべき課題を提示する 

2)資金支援 

資金分配団体及び民間公益活動を行う団体（以下、実行団体）に対し、資金支援を行う 

3)インキュベーター・アクセラレーター 

社会の諸課題の解決に挑戦する担い手を支えるインキュベーター（事業が軌道に乗るまでの間、必要な

経営支援等を行う主体）及びアクセラレーター（事業の成長を加速化させるために必要な支援を行う主体）

の役割を担う 

4)伴走型支援 
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必要に応じ、資金分配団体に対し、研修等を通じた人材育成等、非資金的支援を伴走型で行う 

5) 革新的手法の普及促進 

民間の創意・工夫が引き出されるような支援を行うことで、社会の諸課題を解決するための革新的な手法

の開発を促進し、普及させる 

6) 監督 

民間公益活動に係る事業が適正に遂行されるよう、資金分配団体及び実行団体を監督する 

7) 活動の広報、制度への参画の促進 

休眠預金等に係る資金の活用状況や成果等について積極的に公開、周知・広報することを通じ、国民の

理解を得るよう努めるとともに、多様な民間の団体等の一層の参画を促す 

8) 民間公益活動全体の把握 

資金分配団体の活動状況の分析を通して、民間公益活動全体の状況を把握する 

9) 事例の分析と活動への反映 

地域・分野等ごとの実情を踏まえつつ、集積された成功事例や失敗事例を横断的かつ 具体的に分析し、

また諸外国の事例にも目を配り、その結果を活動の現場に反映させ、世界的な先例を作る 

10) 民間公益活動の担い手の自立化のための環境整備 

民間公益活動の担い手が必要な資金を自立的に調達できるようになるため、クラウドファンディングや事

業化等、必要な環境整備を進め、市場の発展を促す 

 

7 項目のバリュー 

1) 国民への還元と透明性・説明責任 

原資が国民の資産であることに鑑み、休眠預金等に係る資金の活用の成果を広く国民一般の利益の増

進に資するようにすると共に成果を含めたあらゆる情報を国民に分かりやすい形で公表し、説明責任を

果たす。 

2) 共助、連携による民間主導 

行政が本来行うべき施策（公助）の肩代わりではなく、共助の活動に焦点を当てた支援を行う。また、本

制度の運用は、各関係主体間との連携の下に民間主導で行う。 

3) 持続可能性 

民間公益活動の自立した担い手の育成及び民間の資金を自ら調達できる環境の整備に資するよう休眠

預金等に係る資金を活用し、社会課題が自律的かつ持続的に解決される仕組みを構築する。 

4) 公正性 

利益相反の防止等の徹底により、休眠預金等に係る資金の活用を公正に実施する。 

5) 多様性 

優先的に解決すべき社会の諸課題及びその解決策は地域や分野等によって多様であることに十分配

慮する。 

6) 革新性 

各法令や公的制度のいわゆる「狭間」に位置している取組、前例のない取組等を対象に、多様な手法を

用い、柔軟かつ効果的・効率的に休眠預金等に係る資金を活用し、その成果のより広範かつ発展的な

展開等を進めることにより、ソーシャル・イノベーションを実現する。 

7) 成果の最大化 

一定のリスクを許容しつつ、社会課題の解決に大きな成果を出すことが見込まれる事業を積極的に支

援することにより、本制度全体でみた成果の最大化を図る。 

06 イノベーション企画支援事業の考え方と新規性の例 

⚫ 従来の枠を超えた革新的な手法の開発、普及・実装に挑戦することにより社会における大きな変革

（ソーシャル・イノベーション）の創出を目指す。 
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例えば、技術を活用した新手法、分野やセクターの枠を超えた集合的なアプローチ（コレクティブ・イ

ンパクトの推進など）、新しい発想による資金支援のスキームなど、既存の解決手法を打ち破る革新

的で有効な手法による事業の創出などが想定される。 

⚫ 社会的インパクトの最大化を重視する。 

⚫ 社会課題の解決に民間の創意工夫、英知を最大限活かし、従来の枠を超えた、あるいは従来なかっ

たような事業で、例えば、以下のような革新性に富む事業の開発が想定されます。 

⚫ 新技術（５G、AI など）の活用 

⚫ 若手社会起業家育成と社会的事業の起業を支援：事業型 NPO やソーシャルベンチャーなどの経営

をリードできる社会起業家を目指す若い人材（大学生、社会人など）の育成と新規事業の創業を支援

（インキューベーション）する事業。若手社会起業家のスタートアップ事業の起業とシード期事業の伴

走支援（アクセラレーション）等  革新的手法による資金支援のスキーム（例：企業や他の財団、市民

とのマッチングファンド型モデルなど） 

⚫ コレクティブ・インパクトの推進、エコシステム化 

⚫ マルチセクター（企業、非営利セクター（NPO 等）、アカデミア、行政等）を巻き込む、あるいは連携し

た仕組み作り、また市民参加による新規事業の共創機会など 

その内、収益型事業（ビジネスモデル）となるのが「ソーシャルビジネス形成支援事業」で、主な違い

は「収益型かどうか（安定した収入が見込まれる、採算性があるなど）」 という点に求められます。 

07 本編（第 2章 04 助成対象事業）に記されている「地域枠」 

北海道 北海道 

東北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、山梨県 

北陸 新潟県、福井県、石川県、富山県 

東海 愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、長野県 

近畿 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

四国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

中国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

九州 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 

沖縄 沖縄県 
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別添１：規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む）に含める必須項目一覧表 

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。）（以下、「規程類」という。）には、以下の必須項目が含

まれていることを確認し、JANPIA Web 上に掲載した「規程類必須項目確認書」と一緒に提出してください。 

〈注意事項〉 

➢ 過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は「規程類

必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。 

➢ 規程類を作成する際は JANPIA の規程類を参考にしてください。

https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html 

➢ 後日提出する規程類に関しては、内定通知後 1 週間以内にご提出ください。 

➢ 以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活

動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に規程類を整備してください。な

お、不明点等は JANPIA へご相談ください。 

規程類に含める必須項目 
(参考) 

JANPIA の規程類 

●社員総会・評議員会の運営に関する規程 

（１）開催時期・頻度 

・評議員会規則 

・定款 

（２）招集権者 

（３）招集理由 

（４）招集手続 

（５）決議事項 

（６）決議（過半数か 3 分の 2 か） 

（７）議事録の作成 

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外 

※ 「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評

議員を除いた上で行う」という内容を含んでいること 

※ 社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに

議決権の行使に関する除外規定は必須としないこととします。 

●理事会の構成に関する規程 ※理事会を設置していない場合は不要です。 

（１）理事の構成 

※ 「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事

の合計数が、理事の総数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること 

・定款 
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（２）理事の構成 

※ 「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある

理事の合計数が、理事の総数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでい

ること 

●理事会の運営に関する規程 ※理事会を設置していない場合は不要です。 

（１）開催時期・頻度 

・定款 

・理事会規則 

（２）招集権者 

（３）招集理由 

（４）招集手続 

（５）決議事項 
 

（６）決議（過半数か 3 分の 2 か） 

（７）議事録の作成 

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外 

※ 「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有す

る理事を除いた上で行う」という内容を含んでいること 

●理事の職務権限に関する規程 

JANPIAの定款（第 29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間

の具体的な職務分担が規定されていること 

理事の職務権限規

程 

●監事の監査に関する規程 

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること 

※ ※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審

議した議事録を提出してください 

監事監査規程 

●役員及び評議員の報酬等に関する規程 

（１）役員及び評議員（置いている場合のみ）の報酬の額 役員及び評議員の

報酬等並びに費用に

関する規程 
 

（２）報酬の支払い方法 

●倫理に関する規程 

（１）基本的人権の尊重 倫理規程 
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（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除） 

（３）私的利益追求の禁止 

（４）利益相反等の防止及び開示 

（５）特別の利益を与える行為の禁止  

※ 「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄

附その他の特別の利益を与える行為を行わない」という内容を含んでいる

こと 

（６）情報開示及び説明責任 

（７）個人情報の保護 

●利益相反防止に関する規程  

（１）-1 利益相反行為の禁止 

※ 「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体

との間の利益相反を防ぐ措置」について具体的に示すこと 

  
・倫理規程 

・理事会規則 

・役員の利益相反禁

止のための自己申告

等に関する規程 

・就業規則 

・審査会議規則 

・専門家会議規則 

（１）-2 利益相反行為の禁止 

※ 「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事

業協力団体の関係者に対し、特別の利益を与えないものである」という内

容を含んでいること 

（２）自己申告 

※ 「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申

告をさせた上で、適切な組織において内容確認を徹底し、迅速な発見及

び是正を図る」という内容を含んでいること 

●コンプライアンスに関する規程 

（１） コンプライアンス担当組織 

※ 実施等担う部署が設置されていること 

コンプライアンス規程 

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須） 

※ 「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びそ

の下に実施等を担う部署が設置されている 」という内容を含んでいること 

（３）コンプライアンス違反事案 

※ 「不正発生時 には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を

確実に実施し、その 内容を公表する」という内容を含んでいること 



 34 

●内部通報者保護に関する規程 

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい） 

内部通報（ヘルプラ

イン）規程 

（２）通報者等への不利益処分の禁止 

※ 「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業

者向けガイドライン（平成 28 年 12 月９日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度

について定めていること 

●組織（事務局）に関する規程 

（１）組織（業務の分掌） 

事務局規程 

（２）職制 

（３）職責 

（４）事務処理（決裁） 

●職員の給与等に関する規程 

（１）基本給、手当、賞与等 

給与規程 

(２) 給与の計算方法・支払方法 

●文書管理に関する規程 

（１）決裁手続き 

文書管理規程 （２）文書の整理、保管 

（３）保存期間 

●情報公開に関する規程 

以下の１～４の書類が情報公開の対象に定められていること 

１. 定款 

２. 事業計画、収支予算 

３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録 

４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録 

情報公開規程 

●リスク管理に関する規程 

（１）具体的リスク発生時の対応 リスク管理規程 
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（２）緊急事態の範囲 

（３）緊急事態の対応の方針 

（４）緊急事態対応の手順 

●経理に関する規程 

（１）区分経理 

経理規程 

（２）会計処理の原則 

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別 

（４）勘定科目及び帳簿 

（５）金銭の出納保管 

（６）収支予算 

（７）決算 
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別添 2 コンソーシアムでの申請について 

申請事業の意思決定及び実施を 2団体以上で共同して行う場合には、コンソーシアムで申請を行うことがで

きます。コンソーシアムを構成する団体(以下、「コンソーシアム構成団体」という)から幹事団体を選び、申請

は幹事団体が行います。 

過年度のコンソーシアムを構成した資金分配団体について、資金の分配という視点からその形態を分 類し

てみると、幹事団体のみが実行団体に助成を行う形態(単独型)、全てのコンソーシアム構成団体が実行団

体に 助成を行う形態(全部型)、幹事団体および一部のコンソーシアム構成団体が実行団体に助成を行う

形態(混合型) のコンソーシアムモデルが存在しています。コンソーシアムで事業を行う場合、実行団体への

資金の分配方法や進捗管理等について、他の事業と異なる点があるため申請される前に JANPIA 事務局

に相談することをお勧めします。 

［1］コンソーシアムモデル A(単独型) 

幹事団体は資金分配団体として JANPIA と資金提供契約を締結し、JANPIA から助成を受け、実行団体に

資金を分配します。構成団体は幹事団体に協力して事業を推進します。 

 

JANPIA との契約当事者 幹事団体のみ 

実行団体との契約および資金分配 幹事団体が行う 

実行団体への伴走支援 幹事団体、構成団体いずれも対応可能 

構成団体としてコンソーシアム内で役割を担う（例：

特定分野での専門性の共有、地域連携促進） 

幹事団体、構成団体 
※図の例示では、構成団体 B は左記例示の役割を担う想定

としているが、構成団体 A と同様に伴走支援を行うことも可

能。 
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［2］コンソーシアムモデル B(全部型) 

全てのコンソーシアム構成団体が資金を実行団体に分配する形態も可能です(幹事団体以外で資金分配を

行う団体を 「非幹事団体」と定義します)。その場合、資金は JANPIA から幹事団体に支払われ、幹事団体

から非幹事団体に配分後、全構成団体(幹事団体および非幹事団体)から実行団体に分配します。本形態

では、幹事団体は資金分配団体およびコンソーシアムの代表として、事業について JANPIA に報告します。

また幹事団体のみならず、各非幹事団体も実行団体と資金提供契約を締結し、担当する実行団体の事業

の進捗管理・伴走支援等を行います。本全部型コンソーシアムの構成団体の役割については、公募サイト

に掲載の資金提供契約書(全部型コンソーシアム)をご確認ください。 

 

JANPIA との契約当事者 全てのコンソーシアム構成団体 

実行団体との契約および資金分配 全ての構成団体で対応可能 

実行団体への伴走支援 全ての構成団体で対応可能 

 

［3］コンソーシアムモデル C(混合型) 

上記 2 つのコンソーシアムの形態を組み合わせた形態として、一部のコンソーシアム構成団体(幹事団体お

よび非幹事団体)が実行団体に助成を行う混合型での申請も可能です。全部型と同様に、資金は JANPIA

から幹事団体に支払われ、幹事団体から非幹事団体に配分後、幹事団体および非幹事団体から実行団体

に分配します。 
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JANPIA との契約当事者 幹事団体及び非幹事団体※１ 

※１実行団体に助成金を支払う事ができる構成団体 

※図の場合構成団体 B は契約の当事者にはなれない 

実行団体との契約および資金分配 一部のコンソーシアム構成団体 

※図の場合幹事団体、非幹事団体 Aのみが対応可能 

実行団体への伴走支援 契約した幹事団体及び非幹事団体 

※構成団体が実行団体に伴走支援することも可能 

構成団体としてコンソーシアム内で役割を担う（例：

特定分野での専門性の共有、地域連携促進） 

幹事団体、構成団体 
※図の例示では、構成団体 B は左記例示の役割を担う想定だ

が、構成団体 A と同様に伴走支援可能。 

 

 

申請書類については、「第 3章 公募申請手続きについて 04申請に必要な書類」を参照してください。コンソ

ーシアムモデルに関わらず、申請書類は同じ内容となります。採択後は、コンソーシアム構成団体間で合意

された各団体の役割、意思決定機関としての運営委員会の設置、コンプライアンス責任者の設置、内部通

報窓口の設置(JANPIA の内部通報窓口が利用可能)、連帯責任内容、並びに運営規則等が明記された「コ

ンソーシアム協定書」を提出していただきます。JANPIA との資金提供契約時には、参考資料として当該協

定書の写しを JANPIA との資金提供契約の締結時に提出していただきます。この他、コンソーシアムモデル

によって、契約締結時の必要書類が異なることがあります。詳細は採択後にご案内させていただきます。 
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2022.4.20 版 公募要領修正箇所  

修正箇所  修正内容  

P13 

第 3 章 公募申請手続きに

ついて 

04 申請に必要な書類 

２ 公募システムに添付する

申請書類 

（1）JANPIA 指定の様式で

提出する書類  

③役員名簿 

 

 以下のとおり追加。  

  

（修正前）  

様式厳守 

役員名簿にはパスワードをかけ、（パスワードは JANPIA に設定）WEB サ

イトから指定のフォームで JANPIA に送ってください。詳細は JANPIA 

WEB サイト申請ページをご確認ください。 

 

（修正後）  

※ 様式厳守 

※ 役員名簿にはパスワードをかけ、（パスワードは JANPIA に設定）WEB

サイトから指定のフォームで JANPIA に送ってください。詳細は

JANPIA WEB サイト申請ページをご確認ください。 

※ 過去資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）に採択された団

体で、最新の書類を提出済みの団体は提出不要です。 

 

P15 

第 3 章 公募申請手続きに

ついて 

04 申請に必要な書類 

２ 公募システムに添付する

申請書類 

（5）コンソーシアムで申請の

場合  

コンソーシアム構成団体  

 誤記のため、以下のとおり修正。  

  

（修正前）  

※「規程類確認書」「役員名簿」は、過去資金分配団体に採択された団体

で、最新の書類を提出済みの団体は提出不要です。  

 

（修正後）  

※過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採

択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程

類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部

分のみ提出をお願いします。  

※「役員名簿」は、過去資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）に

採択された団体で、最新の書類を提出済みの団体は提出不要です。  

P24 

第 4 章 本助成事業におい

て求める要件等について 

08 助成金の返還 

 

 誤記のため、以下のとおり修正。  

  

（修正前）  

また、JANPIA は、助成金の返還債務の確実な履行のための措置を講じ

るものとし、①～②について、資金提供契約に定めることとします。 

 

（修正後）  

  また、JANPIA は、助成金の返還債務の確実な履行のための措置を講じ

るものとし、①～⑤について、資金提供契約に定めることとします。 

  


